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時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

地域医療等の確保

医療機関が医師の労
働時間短縮計画の案
を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が計画に基
づく取組を実施

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師が
チェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限
と勤務間インター
バル規制（または
代償休息）

○令和６年度より、勤務医に対して、時間外・休日労働時間の上限規制が適用される。
【原則】一般の労働者と同程度である９６０時間が上限（Ａ水準）
【例外】地域医療にとって不可欠な機能を有する医療機関は、特例水準指定申請を行う

ことで、上限規制が緩和される。

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について（社会保
障審議会 医療部会資料（令和３年２月））」より

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）

1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

特定労務管理対象機関（いわゆる特例水準）

特定労務管理対象機関（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準）の指定について 資料３－３



特例水準指定に向けたスケジュール
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医療機関が指定を希望する水準の申請書を県へ提出します。

添付書類は、

水準毎に一部異なります。

医療機関の住所や

開設者･管理者の記名が

必要となります。

厚生労働省作成資料より

申請書 ～指定申請様式例（BC水準）～



各水準の申請に応じた必要書類（案）
（共 通）

○医師労働時間短縮計画（案）【医療勤務環境改善評価センターの評価を完了したもの】

○面接指導並びに休息時間確保体制が整備されていることを証する書類
【医療法第113条第３項第２号の要件を満たすことを証する書類】

○誓約書
【医療法第113条第３項第３号の要件を満たすことを誓約する書類】

○医療勤務環境評価センターによる評価結果の通知書
【医療法第132条の規定により通知された法第131条第１項第１号の評価の結果を示す書類】

B水準 連携B水準 C－１水準 C－２水準

①救急医療の提供に係る業務
・知事による二次・三次救急医療機関で
あることを指定する通知
・受入患者数を証明する書類
・知事によるがん診療の拠点医療機関、
総合周産期医療センター等の指定通
知など
②居宅等における医療
・「機能強化型在宅療養診療所の単独
型」及び「機能強化型在宅療養支援病
院の単独型」の医療機関であることを
証明する書類 など
③地域において当該医療機関以外で提
供することが困難な医療
・上記を証明する書類 など

○派遣先医療機関が発行する辞
令
黒塗りする等して匿名化した
もの

又は

○医師に対する副業・兼業許可書
医療機関管理者の指示による
医師派遣体制が存在すること
が分かる書類

○知事により指定された臨床研修
プログラム
「研修医療機関における時間
外・休日労働想定最大時間数」
が記載されたもの

①既存のプログラムの場合
年次報告書

②変更又は新設するプログラム
プログラムの変更・新設届出書

○日本専門医機構により認定された
専門研修プログラム/カリキュラム

○厚生労働省審査組織に申請し
た医療機関申請書

○指定後すぐにＣ－２水準適用の
該当者がいる場合は該当者の技
能研修計画

○厚生労働省審査組織による審
査結果の通知


